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第2640地区ガバナー

中島治一郎様

「公式訪問」

会員数 欠席者 出席者 出席率

総 数 82名 28名 54名

出席計算者 71名 20名 51名 71.83％

10月28日修正出席率 84.51％ 10月平均出席率85.57％

出席報告

ニコニコ箱

☆卓話御礼をニコニコに頂きました。･･･上野山英樹様

☆上野山様よくおいで下さいました。･吉田透､多屋平彦

☆地区情報規定副カウンセラー上野山さん、ようこそ

おいで下さいました。･･･････････････････････山本

☆上野山副カウンセラー、今日はよろしくお願い致し

ます。･････････････････････････････････････笹野

☆公衆衛生部門で厚生労働大臣表彰を受けました。そ

の際山本博章副会長に理事会や例会の司会で大変お

世話になりました。･････････････････････････辻啓

☆公衆衛生協会表彰を受けました。･････････････小幡

☆税に関する中高生の作文表彰式に出てきました。･･･

･････････････････････････････････････････植田芳

☆ロータリーゴルフで準優勝しました。･････････辻啓

☆11/20に満90歳になりました。いろいろお世話になり

有難うございました。････････････････････多屋平夫

☆明日から3日間、新庄総合公園ななめ向かいに出来た

ビッグユーにて全国マルチメディア祭が開催されま

す。遊びにお越し下さい。･･･････････････････小坂

１００年の歩み

Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ２６４０ 田辺ロータリークラブ Ｃｌｕｂ Ｗｅｅｋｌｙ Ｂｕｌｌｅｔｉｎ

創立昭和２８年１月８日

2004-05年度

国際ロータリーテーマ

グレンＥ,エステス・シニア

ＲＩ会長

４つのテスト (FOUR WAY TEST)

言行はこれに照らしてから
(1) 真実かどうか
(2) みんなに公平か
(3) 好意と友情を深めるか
(4) みんなのためになるかどうか

次回のプログラム12/2

本日のプログラム 11/25

ＲＯＴＡＲＹ

お 祝 い

会員誕生日 11/20 多屋平夫

11/22 津村

結婚記念日 11/6 宮本

11/23 広井

11/24 長井

県福祉保健部健康局
健康対策課感染症対策班

班長 畠中美文様
「エイズについて」

｢田辺湾｣ 撮影 玉井洋司会員

お知らせ

ロータリーを祝おう 例 会 日 木曜日 12：30
例 会 場 紀陽銀行三階ホール
会 長 辻 啓次郎
幹 事 植田 芳史
会報委員長 玉井 洋司
http://tanabe-rc.com/

承 認 昭和28年3月2日
事務所 田辺市栄町24 〒646-0048

紀陽銀行田辺支店内
ＴＥＬ 0739-24-2002
ＦＡＸ 0739-26-0264
ｍａｉｌ tanaberc@mb.aikis.or.jp

会長報告
・多屋睦夫会員の奥様が11月14日ご逝去されました。

ご冥福をお祈りしましてご報告致します。

・12月2日はガバナー公式訪問です。

・幹事報告
・串本RCよりＩＭについての新聞報道記事と日本･ト

ルコ友情のドラマ「救出」という本が届いています。

・近隣の週報が届いています。

☆当社のオリジナル焼酎「やにこい」が紀伊民報に記

事として紹介されました。･･･････････････････岡本

☆体調不良でしばらくさぼらせて頂きました。今日か

ら真面目にがんばりますのでよろしくおねがいしま

す。･････････････････････････････････････玉井満

☆ようやく少しおちつきました。･･････････････成田

☆11月度ゴルフ例会にて優勝しました。有難うござい

ました。･･･････････････････････････････････長井

☆「いじめられ」、私は強くなりました。伊賀、新井、

中松の御三方には感謝申し上げます。これからは今

迄のお返しを致します。覚悟をして下さい。･･･長井

☆長井さん､もうしばらく長尺パターをお借りします｡

買うと途端にパターが入らなくなりそうなので｡新井

☆中松さん先日はいろいろお世話になりました｡玉井洋

☆福本さんに先日はありがとうございました。･髙橋廣

☆福本さんに大変お世話になりました。先日御坊ＲＣ

の会員さん達と旧交を温めました。･･･････････中松

メイクアップ

11/13 横田､坪井（地区:ライラ委員会）

11/17 畑地浩（田辺東）

委員会報告

青少年奉仕委員会 横田委員長
・ライラキーマン会議が13日にございましたので報告

いたします。ライラセミナーが来年3月19､20､21日に

大阪府立海洋センターで行なわれますが、20日の1日

は、紀南の方で研修いたします。白浜(阪田会館・南

方熊楠記念館･臨海浜)、近露(熊野古道)などです。
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本日は例会にお招きいただき有難うございます。

今日はご要望のあった６月開催のＲＩ規定審議会で

の採択案件について話をさせていただきますが、規定

審議会や手続要覧の話は、肩苦しくおもしろくありま

せんがどうかしばらく辛抱してお聞き下さい。

ＲＩ規定審議会は３年毎に開催されるロータリーの

議会であり、唯一の立法機関である事はご承知の通り

でございます。ＲＩ定款・細則、ロータリー財団細則、

そして標準クラブ定款の改定を行う権限を持つのは規

定審議会のみです。手続要覧の黄色の部分がそれに当

たります。ただ、推奨クラブ細則が黄色で掲載されて

いるのは、その多くがＲＩ定款・細則と標準クラブ定

款によって連動するからです。

提案される立法案には、２種類あります。１）は制

定案といわれるもので今申し上げた黄色部分に当たる

俗に「定款文書」と呼ばれるものを改定する案件です。

２）は決議案と呼ばれるもので、定款文書を改定する

のではなく、意見の表明や推奨事項またＲＩ理事会へ

の勧告・要請を目的とするものです。採択されればＲ

Ｉ理事会で検討され、具体的に決議されたもののうち

必要なものは、手続要覧の白い部分に掲載されます。

この機会ですので、簡単に規定審議会の歴史に触れ

ておきますと、規定審議会の起源は、１９３２年米国

シアトル国際大会に遡ります。この大会で規定審議会

発足の決議がなされ、１９３４年国際大会で第１回が

召集されました。そして以来国際大会時に召集されま

した。しかしこの時点では単に大会の顧問機関として

の位置づけに終始しておりました。最初の２０年間は

毎年、その後の２０年間は隔年に、１９７４年からは

３年毎に開催されています。そして、１９７０年アト

ランタ国際大会で初めてＲＩの正式立法機関として決

議されました。ですから正式に独立してまだ３０数年

だという事です。それから画期的なことは今まで国際

大会時に同一場所で開催されていたのを１９８３年か

らは、トロント国際大会とは別にモナコで開催され、

以後１５年間規定審議会は３年に一度独立の議会とし

て各地で開催されてきました。シカゴ、シンガポール、

アナハイム、カラカス、ニューデリー、そして前回は

シカゴで開催されました。そしてこの時今後の開催地

はシカゴに固定することが決議されております。

２００４年は６月１３日から１９日まで開かれまし

た。当地区からは中村幸吉ＰＤＧが前回に引き続き代

表議員として出席、大変ハードな日程をご奮闘いただ

きました。中村ＰＤＧからお話をいただければより臨

場感溢れるものがあろうと思いますが、今回は小生で

ご辛抱下さい。

近年、規定審議会の会期は、国際協議会を避け１～

３月に開催されておりましたが、年度末の開催は改正

手続きなどクラブにとっては大変ことではあります。

さて、今回のオリジナルの提案は５５０を越えてい

ましたが、修正案や折衷案などの調整で、最終的には

４８０前後の案件となりました。しかし、類似案件や

取り下げ案件などがあり実質審議は４００弱と思われ

ます。
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「 RI 2 0 0 4年 規定審議会

について」

参考までに今回の特色は、「合理化や経費削減、健

全財政等に関するもの」が多く、前回２００１年度は、

「クラブの会員の種類が２つになった、そしてクラブ

理事会の裁量権が拡大された｣、さらに１９９８年度は

｢メーキャップ期間が大幅に拡大された｣ことでした。

今回の全採択案件の日本語文はすでにクラブに届い

ておりますが、今日はお手元に採択案件の一覧表をお

配りいたしておりますので、それに従ってクラブや地

区に関係の深いもの、また関心のある案件についてご

説明申し上げたいと思います。

なお、御坊ＲＣに於かれましては反対すべき件につ

いてすでに確認され、定められた１０月１８日までに

意志表明をされたことと思います。これは大変大切な

事で、会員（クラブ）の１０％の反対表明がない限り、

規定審議会の決定は最終決定で７月１日から施行され

ます。また、ＲＩ理事会に要請または付託されたもの

でその後理事会決議されたものは、７月１日に遡り有

効となります。

《制定案》
１.出席

・ロータリー親睦活動を例会出席とみなす(04-19）

（注）クラブの親睦活動ではありません

・出席規定の適用免除された欠席を出席算定から除外

する件（04-27、29）

２.クラブ運営

・クラブの合併を認める件（２６４０地区が折衷案と

して提案）（04-46）

・会長エレクトに、ＰＥＴＳおよび地区協議会に出席

していなければ、任務に就くことを禁ずる件(04-49)

・クラブに会長ノミニーの役職名を創設する件(04-50)

(注)定款第９条第４節との間に不具合が生じている

３.人頭分担金を増額する件（04-370）

４.クラブに最低１０名分の人頭分担金を支払うよう要

請する件（04-387）

５.事務総長を報酬を受ける唯一の役員と規定する件

（04-467）

決議案についても一部触れておきます。

《決議案》
１.ＲＩの第２標語から性別限定用語を削除する件

ＯＮＥをＴＨＥＹに修正して採択（04-271）

職業奉仕を基本とした個人奉仕の考えは何処へ？

２.登録料を安くするために、国際大会組織費用を少な

くすることを考慮するようＲＩ理事会に要請

(04-306）

３.地区大会にＲＩ会長代理に関する方針を改正するこ

とをＲＩ理事会に要請する件（04-195）

４.地区大会の必要条件の改正を考慮するようＲＩ理事

会に要請する件 （04-196）

なお、採択された制定案はＲＩの定款細則委員会で

採択案の意味を犯すことなく法としての適正な文章と

して作成され、新しく発行される「手続要覧」記載文

が最終のものとなります。（正文は英語版）また、決

議案は全てＲＩ理事会において検討され、推奨、同意、

支援、不必要、不適切、継続審議等として決議されま

す。この後一部ＲＪＷ「ＲＩ理事会決議抄録」にて公

表されますので、参考になさって下さい。

最後になりましたが、中村代表議員が作成された資

料をお配りいたしておりますので、前回採択決議案と

今回規定審議会の制定案件との関係をご覧いただき、

今後の参考にしていただければと思います。
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